
○ 基本報酬にかかる医療処置又は重度者要件 （療養型介護療養施設サービス費の場合）

＜現行＞
設定なし →

＜改定後＞

算定日が属する前３月において、下記のいずれかを満たすこと
・喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が15％以上
・著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高
齢者の占める割合が20％以上 240

22．介護療養型医療施設 ①介護療養型医療施設の基本報酬

○ 介護療養型老人保健施設では、一定の医療処置の頻度等を基本報酬の要件としていることを踏まえ、この要件
を介護療養型医療施設の基本報酬の要件とし、メリハリをつけた評価とする。
なお、施設の定員規模が小さい場合には処置を受けている者の割合の変動が大きく評価が困難であること等か

ら、有床診療所等については配慮を行うこととする。

概要

算定要件等

単位数

＜現行＞
設定なし ⇒

＜改定後＞
一定の要件を満たす入院患者の数が基準に満たない場合の減算（新設）
所定単位の100分の95。加えて、当該減算の適用となった場合、一部の加算※のみ算定可とする。

療養機能強化型Ａ 療養機能強化型Ｂ その他

要介護１ ７７８ ７６６ ７４５

要介護２ ８８６ ８７３ ８４８

要介護３ １，１１９ １，１０２ １，０７１

要介護４ １，２１８ １，１９９ １，１６６

要介護５ １，３０７ １，２８７ １，２５１

基本報酬（療養型介護療養施設サービス費）（多床室、看護6:1・介護4:1の場合） （単位／日）

＜改定後＞

⇒ 変更なし

※ 若年性認知症患者受入加算、外泊時費用、試行的退院サービス費、他科受診時費用、初期加算、栄養マネジメント加算、療養食加算、認知症専門ケア加算、認知症行動・心理症状
緊急対応加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算

＜現行＞


